
北九州市の新型コロナワクチン情報

▶12歳以上でこれまでにワクチンを2回以上接種した人 ▶小児（5～11歳）で基礎疾患などがある人

▶小児（5～11歳）で
　これまでにワクチンを2回以上接種した人

②12~64歳で基礎疾患がある人など

①65歳以上の人

③医療従事者、高齢者施設などの従事者

　コロナワクチンコールセンター　
0120・489・199 ■受付時間:9~17時

0120・489・500
乳幼児・小児専用コールセンター ※聴覚障害のある人は 　　

383・0820

電子申請はコチラから▶

　「前回の接種日から3カ月以上」が経過した小児は、8月までに「オミク
ロン株対応ワクチン」を1回接種できます。お手元に未使用の接種券（追加
接種用）がある人は、その接種券で接種できます。使用済みの人には、
接種時期に合わせて送付します（接種券の申請は不要）。

市ホームページ
「新型コロナウイルスワクチン
接種に関する総合案内ページ」▶

接種券が届いた人から予約・接種ができます。➡接種券の申請は不要

➡接種券の申請が必要

市ホームページなどでご確認ください。

 令和5年5月16日時点の情報です。最新情報は市のホームページなどでご確認ください。

接種券の申請方法

　5月7日までに「オミクロン株対応ワクチン」を1回
接種した基礎疾患などがある小児は、８月31日までに
さらに1回接種（接種間隔は3カ月必要）できます（接種
券の申請が必要）。

接種には令和５年度の新しい接種券が必要です。
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物
価
高
騰
に
伴
う
重
点
支
援
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

ム
ー
ブ
フ
ェ
ス
タ
を
開
催
し
ま
す

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

お
得
な
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
タ
ク
シ
ー
券
を
販
売
し
ま
す

　

テ
ー
マ
は「
跳
び
だ
そ
う
耀
く
明

日
へ 

ム
ー
ブ
と
と
も
に
」。7
月
1
日

（
土
）〜
22
日（
土
）、ム
ー
ブ（
小
倉
北

区
大
手
町
）で
。

　

食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
に
困
っ
て

い
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し

て
、児
童
一
人
あ
た
り
一
律
5
万
円
の

「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
」を
支
給
し
ま
す
。

●
令
和
5
年
3
月
の
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け
て
い
る
人
⬇
5
月
に

支
給
済
み

●
公
的
年
金
給
付
な
ど
を
受
け
て
い

る
こ
と
に
よ
り
令
和
5
年
3
月
分
の

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

な
い
人
⬇
申
請
が
必
要

●
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
の
影
響
を

受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、収

入
が
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
と
な
る

水
準
に
下
が
っ
た
人
⬇
申
請
が
必
要

　

北
九
州
タ
ク
シ
ー
協
会
が
プ
レ
ミ
ア

ム（
割
り
増
し
）率
50
%
の
お
得
な「
タ

ク
シ
ー
券
」を
販
売
し
ま
す
。市
内
で

タ
ク
シ
ー
に
乗
車
す
る
か
降
車
す
る
場

合
に
限
り
利
用
で
き
ま
す
。利
用
で
き

る
タ
ク
シ
ー
会
社
や
購
入
方
法
な
ど
詳

し
く
は
�
を
。
北
九

州
タ
ク
シ
ー
協
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
下
記

を
読
み
取
り
）で
も
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

　

テ
ー
マ
は「
生
き
辛
さ
の
処
方
箋
〜

『
分
人
』と
い
う
発
想
」。7
月
1
日（
土
）

13
時
30
分
〜
15

時
。
�
5
0
0
人
。

�
あ
り
、託
児（
有

料
）は
�
を
。

　

次
の
❶
か
❷
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
世
帯
。

❶
基
準
日（
令
和
５
年
５
月
１
日
）時
点

で
市
に
住
民
票
が
あ
り
、世
帯
全
員
の

令
和
５
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非

課
税
で
あ
る
世
帯

❷
令
和
５
年
１
月
以
降
に
予
期
せ
ず

家
計
が
急
変
し
、❶
の
世
帯
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
か
ら
扶

養
さ
れ
て
い
る
世
帯
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
販
売
は
売
り
切
れ

　

次
第
終
了

※
世
帯
に
転
入
者
が
い
る
な
ど
、非
課
税
世

帯
で
あ
る
確
認
が
必
要
な
世
帯
に
は
、7
月

中
旬
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

　
❶
の
世
帯
で
、令
和
４
年
度
か
ら
世

帯
主
に
変
更
が
な
く
、市
が
口
座
情
報

を
把
握
し
て
い
る
世
帯
に
は
、「
支
給

決
定
通
知
書
」を
６
月
中
旬
ご
ろ
に
発

送
し
ま
す
。通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
振
込
先
口
座
に
変
更
が
な
い
場
合

は
、手
続
き
は
不
要
で
す（
７
月
末
か

ら
支
給
開
始
予
定
）。

対
象　

販
売
価
格

発
行
冊
数

申
請
方
法

低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯

対
象

申
請
期
間

①
令
和
4
年
4
月
分
の
児
童
手
当
か

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
お
り
、令
和
4
年
度
分
の
住
民
税
均

等
割
が
非
課
税
の
世
帯
⬇
5
月
に
支

給
済
み

②
令
和
4
年
度
に「
子
育
て
世
帯
生

活
支
援
特
別
給
付
金
」を
市
か
ら
受

給
し
た
人
で
①
以
外
の
人
⬇
申
請
が

そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

❶
平
野
啓
一
郎
さ
ん
講
演
会

　

ア
フ
リ
カ
の
伝
統
楽
器
・
ダ
ン
ス

の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
集
団
、

劇
団
A
F
R
I
C
A
が
出
演
。
西
ア

フ
リ
カ
の
リ
ズ
ム
を
感
じ
る
ス
テ
ー

ジ
を
披
露
。
7
月
15
日（
土
）16
〜

17
時
40
分
。
�
4
5
0
人
。

�



電
話
で
❶
は
6
月
1
〜
15

日
、❷
は
6
月
1
〜
16
日
に
ム
ー
ブ

事
業
課
☎
2
8
8
・
6
2
6
2
へ
。


も
可
。

❷
ア
フ
リ
カ
ン
ス
ペ
シ
ャ
ル
ス
テ
ー
ジ

♥重点支援給付金
　コールセンター
　　

♥「子育て世帯生活支援
　特別給付金」担当窓口
　☎582・3630

受付時間：月～金曜日
(祝・休日は除く)の
9～17時

受付時間：月～金曜日
(祝・休日、年末年始は除く)
の9～17時

▲市ホームページ
　「電力・ガス・食料品等価格
　高騰重点支援給付金」

▲購入方法など
　詳しくはコチラから

１
冊（
5
0
0
円
×
6
枚
）3
0
0
0
円
分

の
タ
ク
シ
ー
券
を
2
0
0
0
円
で
販
売

販
売
・
利
用
期
間

6
月
1
日（
木
）〜

11
月
30
日（
木
）

3
万
冊

　

ま
た
、令
和
５
年
度
に
新
た
に
非
課

税
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
や
、市
が
口
座

情
報
を
把
握
し
て
い
な
い
世
帯
な
ど
に

は
、「
支
給
要
件
確
認
書
」を
６
月
下

旬
ご
ろ
に
発
送
し
ま
す
の
で
、１０
月
２

日
ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い（
８
月

以
降
、順
次
支
給
予
定
）。

　
❷
の
世
帯
は
、１０
月
２
日
ま
で
に
申

請
が
必
要
で
す
。6
月
20
日
ご
ろ
か
ら

「
家
計
急
変
世
帯
申
請
書
」を
各
区
役

所
な
ど
で
配
布
し
ま
す（
審
査
の
上
、

８
月
以
降
、順
次
支
給
予
定
）。

　

詳
し
く
は
�
を
。市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
左
記
を
読
み
取
り
）で
も
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

▲市ホームページ「令和5年度
　低所得の子育て世帯に対する
　子育て世帯生活支援特別給付金」

0120・034・553

住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
へ

　

食
料
品
価
格
等
の
物
価
高
騰
の
影

響
を
受
け
て
い
る
住
民
税
非
課
税
世

帯
な
ど
に
対
し
て
、１
世
帯
あ
た
り

３
万
円
の
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

	
建
築
都
市
局
都
市
交
通
政
策
課
☎
5
8
2・2
5
1
8

必
要

●
平
成
17
年
4
月
2
日（
特
別
児
童

扶
養
手
当
支
給
の
算
定
基
礎
と
な
っ

て
い
る
場
合
は
平
成
15
年
4
月
2

日
）か
ら
令
和
6
年
2
月
29
日
ま
で

の
間
に
出
生
し
た
児
童
を
養
育
し
て

お
り
、❶
、❷
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は

ま
る
世
帯
⬇
い
ず
れ
も
申
請
が
必
要

❶
令
和
5
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
の
世
帯

❷
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
の
影
響
を

受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、収
入

が
住
民
税
非
課
税
相
当
と
な
っ
た
世
帯

令
和
6
年
2
月
29
日
ま
で
。

　

対
象
や
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は

�
を
。市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左
記
を
読

み
取
り
）で
も
確
認
で
き
ま
す
。
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♥北九州プレミアム付
　タクシー券事務局
　☎581・4433
　（平日9～17時）


